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２ 地域移行支援とは？ 

障害者支援施設に入所又は精神科病院に入院している障害者、その他地域における生活に
移行するために重点的な支援を必要とする方への援助を行うサービス 
人員基準 
  

管理者  
地域移行支援従業者 １人以上は相談支援専門員 

特定相談・一般相談との兼務可 
 
サービスの内容 
 

下記についての支援の提供（おおむね週１回以上対面による） 
①住居の確保  
②地域移行のための相談 
③外出の際の同行 
④障害福祉サービスの体験的な利用等 ・対象サービスの限定有 

・事業者等への委託により行う 
 
基本報酬（月額） 
  

地域移行支援サービス費(Ⅰ) 
(１)前年度に３人以上の地域移行の実績を有すること 
(２)次の要件のうちいずれかを満たすこと 

①従業者のうち１人以上は社会福祉士又は精神保健福祉士であること 
②従業者である相談支援専門員のうち１人以上は精神障害者地域移行・地域定着支援関係

者研修の終了者であること 
(３)障害者支援施設又は精神科病院（地域移行支援の対象施設）と緊密な連携を図り、地域移

行に向けた障害福祉サービスの説明などの活動を概ね月１回以上行っていること 
3,613 単位 

地域移行支援サービス費(Ⅱ) 
社会福祉士や精神保健福祉士等の配置や地域移行実績について一定の基準を満たす場合 

3,157 単位 
地域移行支援サービス費(Ⅲ) 上記以外の場合 

2,422 単位 
※報酬額の全額が地域相談支援給付費として支給され、利用者の自己負担はない 
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３ 地域定着支援とは？ 

居宅において単身等で生活する障害者に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等に必
要な支援を行うサービス 
人員基準 
  

管理者  
地域定着支援従業者 １人以上は相談支援専門員 

特定相談・一般相談との兼務可 
 
サービスの内容 
 

常時の連絡体制の確保  

緊急時の支援等 
居宅への訪問、電話による状況把握 
一時的な滞在による支援等 

 
基本報酬 

常時の連絡体制を確保するための基本報酬は月額 
緊急時の支援は実績払い 
 

体制確保費（月額） 315 単位 
緊急時支援加算（Ⅰ） 734 単位 
緊急時支援加算（Ⅱ） 
（深夜における電話相談） 

98 単位 
 
※報酬額の全額が地域相談支援給付費として支給され、利用者の自己負担はない 
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４ 運営指導における主な指摘事項について 

 
① 内容及び手続きの説明及び同意 
 
× 重要事項説明書の内容が、運営規程の内容と異なっている。 

→ 重要事項説明書の内容は、運営規程の内容、事業所の運営実態、パンフレット等の内
容と一致するようにしてください。 

 
× 指定を受けた事業について、現に利用の申し込みがないため、必要書類を整備していな

い。 
→ 指定を受けた事業については、現に利用の申し込みがない場合であっても、必要書類
（運営規程、重要事項説明書、利用契約書など）を整備しておいてください。 

 
② 契約内容の報告等 
 
× 利用契約の際、受給者証記載事項その他必要な事項を支給決定市町村に対する報告が

されていない、遅れている。 
→ 利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項等の必要な事項を支給決定市町村

に遅滞なく報告してください。 
 
③ サービスの提供の記録 
 
× サービスを提供した際に、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービス
提供の都度記録していない。〔地域移行支援、地域定着支援〕 

→ サービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービ
ス提供の都度記録し、利用者からサービスを提供したことについて確認を受けてくだ
さい。 

 
④ 給付費の額に係る通知等 
 
× 法定代理受領により給付費の支給を受けたが、利用者にその額を通知していない。 

→ 法定代理受領により市町村から給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し給付費 
の額を通知してください。また、その際には、通知書に加えて明細書を添付する等給付
費の内訳がわかるようにしてください。 
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⑤ 具体的取り扱い方針 
 
× 継続サービス利用支援（モニタリング）について、計画通りに実施していない。 
  〔計画相談、障害児相談〕 

→ 市町村が利用者の心身の状況等を勘案して設定する実施予定月ごとにモニタリング
を実施してください。 

 
× サービス担当者会議が開催されていない。〔計画相談、障害児相談〕 
× サービス担当者会議を行った記録が残っていない。〔計画相談、障害児相談〕 

→ サービス等利用計画案について、計画に位置付けた障害福祉サービス事業者の専門
的な見地からの意見を求めることは重要です。意見徴収の場としてサービス担当者会
議を活用してください。また、会議を行った際は適切に記録を残してください。 

 
× アセスメント、モニタリングに当たって、利用者宅等を訪問せずに行っている。 

→ アセスメント、モニタリングに当たっては、利用者の居宅等を訪問して利用者等に面
接する必要があります。 

 
⑥ 運営規程 
 
× 運営規程の「人権の擁護及び虐待の防止のための措置」について、虐待防止委員会の設
置についての記載がない。 

→ 令和３年４月の基準改正により見直された虐待防止に関しての措置について、運営
規程に記載しなければなりません。記載漏れがないか、記載があっても表現が努力義務
のままになっていないかを自主点検して、変更が必要な場合は、早急に変更し、変更届
を提出してください。 また令和６年度の報酬改定で「虐待防止責任者」から「虐待防
止担当者」に名称が変更しているのでご注意ください。 

 
⑦ 勤務体制の確保等 
 
× 従業者の資質向上のための研修の機会が確保されていない。 

→ 従業者の資質の向上のために研修計画を作成し、研修の機会を計画的に確保してく 
ださい。 

 
× 就業規則等に職場において行われるハラスメント対策について記載がなく、適切な対

策がとられていない。 
→ 就業規則等において、ハラスメント対策について規定するなど、従業者の就業環境 

が害されることを防止するために、必要な措置を講じてください。 
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⑧ 業務継続計画の策定等 
 
× 感染症や非常災害の発生時に、サービスの提供を継続的に実施する又は非常時の体制

での早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）が策定されていない。 
→ 令和３年度から当該計画の策定が規定されました。令和６年４月１日から義務化と

なることもそうですが、何より感染症の蔓延や自然災害は、いつ起こるかわからないの
で、未作成の事業所は早急に策定をお願いします。 

 
⑨ 衛生管理等 
 
× 感染症の発生や、まん延を防止するため必要な措置が不十分である。 

→ 感染症発生及びまん延防止のために事業者が講じなければならない措置が次のとお
り規定されており、令和６年４月１日から義務化されますので、早急に対応を行ってく
ださい。 

 ・検討委員会の定期的な開催と従業者への結果の周知 
 ・指針の整備 
 ・研修及び訓練の定期的実施 

 
⑩ 掲示 
 
× 事業所に相談支援専門員の有する資格、経験年数などの掲示がない。 

→ 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び計画相談支援（地域移
行・定着支援、障害児相談支援）の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数
及び勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を
掲示又は備え置いてください。 
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⑪ 秘密保持等 
 
× 従業員に対し、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者の個人情報を、在職中並び

に退職後も漏らさないよう、就業規則に規定されていない。 
× 従業者について、秘密保持の誓約書の徴取がされていない。 
× 利用者から同意を得ないまま、障害福祉サービス事業者等と利用者の情報をやり取り

している。 
→ 従業員に対し、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者の個人情報を、在職中並

びに退職後も漏らすことがないよう、従業者との雇用時等に取り決めを行うなど、 必
要な措置を講じてください。 

→ 他の事業者等に対し、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじ 
め文書により当該利用者又はその家族の同意(包括的な同意で可)を得てください。 

→ 同意を得る家族については、家族代表としての同意ではなく、個人情報を使用すると
思われる家族の同意を得る様式としてください。（家族の同意欄は複数設けること。） 

 
⑫ 虐待の防止 
 
× 虐待の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない。 

→ 虐待は、利用者の尊厳を害するものであり、あってはなりません。令和４年４月から 
虐待の発生又は再発を防止するために事業者が講じなければならない措置が義務化さ
れています。 

・虐待防止委員会の定期的な開催と従業者への結果の周知 
・従業者に対し、虐待防止のための研修の定期的な実施  
・虐待防止担当者の配置 

この措置が未対応の事業者は、最優先で措置を講じるよう改善してください。 

 
⑬ 変更の届出 
 
× 管理者の変更を届け出ていない。 
× 指定地域移行支援又は指定地域定着支援の提供に当たる者の氏名及び住所の変更を届
け出ていない。 

→ 指定にかかる事項に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に、一般相
談支援事業者は県知事に、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者は市町村⻑に届
け出てください。 
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